
　　　・　作成に当たっては記入要領を参照する。

　　　・　石油連盟対象施設と区別するため，調査票（ファイル名：様式４　施設情報調査票

　　　　（県石油組合用））により作成する。（作成する内容は石油連盟用と同様）

１　チェックフロー

２　作成する調査票

　①　石油連盟及び茨城県石油業協同組合の供給対象施設（石油連盟覚書対象）

　②　茨城県石油業協同組合の供給対象施設（石油連盟覚書対象）

　　　・　石油連盟との覚書の対象施設となるため，石油連盟から示させている調査票

　　　　（ファイル名：様式４　施設情報調査票（石油連盟用））により作成する。

　　　・　作成に当たっては記入要領を参照する。

大型タンクローリー（１４～２８KL）の入構が
可能な施設である。（Ｐ２０参照）

① 石油連盟及び県石油組合

の供給対象施設

自家発電装置の設置及び燃料備蓄により，３日以
上の電力が確保できる体制を整えている。

重要施設の定義に該当する施設である。
（P３参照）

対象外

燃料タンクが４KL以上である。

② 県石油組合のみ

供給対象施設
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「大規模災害発生時における緊急給油の考え方」における重要施設のチェックフロー

参考


